
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
治
療
処
遇
の
展
開
と
課
題

　
f
ド
イ
ツ
行
刑
施
設
等
の
参
観
か
ら
見
え
る
も
の
ー

安

区立口

哲

夫

ドイツにおける社会治療処遇の展開と課題

一二三四

は
じ
め
に

ド
イ
ツ
の
社
会
治
療
処
遇
の
経
緯
と
現
況

ド
イ
ツ
行
刑
施
設
お
よ
び
司
法
精
神
病
院
の
参
観
か
ら

社
会
治
療
処
遇
の
課
題

一
　
は
じ
め
に

　
二
〇
〇
六
年
二
月
一
八
日
か
ら
二
六
日
ま
で
の
期
間
、
加
藤
久
雄
教
授
を
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
編
成
さ
れ
た
「
第
三
回
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

イ
ツ
行
刑
施
設
・
司
法
精
神
病
院
視
察
旅
行
」
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
得
た
。

　
ド
イ
ツ
の
行
刑
に
関
心
を
も
ち
、
そ
の
国
の
刑
事
政
策
の
現
在
に
目
を
向
け
る
者
と
し
て
、
処
遇
の
現
場
を
歩
き
、
処
遇
に
携
わ

る
職
員
か
ら
意
見
を
う
か
が
う
こ
と
が
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
と
認
識
し
て
き
た
私
に
と
っ
て
、
こ
の
視
察
旅
行
は
願
っ
て
も
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な
い
機
会
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
今
回
の
参
観
先
は
、
社
会
治
療
処
遇
に
力
を
い
れ
て
い
る
ハ
レ
の
施
設
や
ベ
ル
リ
ン
・
テ
ー
ゲ
ル
、

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
シ
ュ
タ
ー
デ
ル
ハ
イ
ム
の
施
設
、
さ
ら
に
は
司
法
精
神
病
院
で
あ
る
リ
ッ
プ
シ
ュ
タ
ッ
ト
・
ア
イ
ケ
ル
ボ
ル
ン
病
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
わ
が
国
で
ス
タ
ー
ト
し
た
「
性
犯
罪
者
の
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
先
駆
的
処
遇
現
場
を
管

見
で
き
る
と
の
期
待
を
強
く
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
参
観
か
ら
ほ
ぼ
一
年
が
経
過
し
た
と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
の
社
会
治
療
処
遇
の
現
状
を
記
述
し
、
今
後
の
展
望
を
見
出
す
う
え
で
、

本
稿
で
の
参
観
の
記
録
は
色
あ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
行
刑
の
参
観
は
、
「
現
場
主
義
」
を
標
榜
さ
れ
て
国
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
も
と
よ
り
欧
米
各
地
の
行
刑
施
設
等
を
精
力
的
に
歩
い
て
こ
ら
れ
た
加
藤
久
雄
教
授
の
学
問
的
基
盤
で
あ
り
、
「
加
藤
刑
事
政
策

学
」
の
原
点
で
あ
る
。
私
が
加
藤
久
雄
教
授
か
ら
三
〇
年
余
に
わ
た
り
教
示
さ
れ
て
き
た
最
大
の
も
の
が
、
こ
の
「
現
場
主
義
」
で

あ
る
。
参
観
の
記
録
を
本
稿
の
中
心
に
据
え
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
加
藤
教
授
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
参
観
記
録
に
は
及
ぶ
べ
く
も

な
い
が
、
本
稿
が
三
〇
年
余
の
教
示
に
少
し
で
も
応
え
る
も
の
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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ニ
　
ド
イ
ツ
の
社
会
治
療
処
遇
の
経
緯
と
現
況

　
ド
イ
ツ
の
処
遇
行
刑
は
、
「
社
会
治
療
処
遇
」
の
導
入
と
展
開
に
そ
の
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
犯
罪
を
繰
り
返
す
者
を
、

ど
う
す
れ
ば
改
善
更
生
さ
せ
、
よ
り
よ
く
社
会
復
帰
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
す
べ
て
の
国
の
行
刑
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
常
習
累
犯
者
に
対
す
る
処
遇
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
「
社
会
治
療
」
と
い
う
二
〇
世
紀
半
ば
に
期
待
が
高
ま
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
処
遇
方
法
を
「
社
会
治
療
処
分
」
の
新
設
と
い
う
形
で
導
入
す
る
道
を
選
択
し
て
以
来
、
半
世
紀
に
わ
た
る
紆
余
曲
折
を
経
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

も
、
「
社
会
治
療
処
遇
」
に
期
待
を
よ
せ
る
現
在
の
処
遇
行
刑
へ
の
レ
ー
ル
が
敷
か
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。



トイツにおける社会治療処遇の展開と課題

　
ω
　
経
　
緯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

　
社
会
治
療
処
遇
の
源
流
は
、
異
常
人
格
者
の
処
遇
施
設
で
あ
っ
た
デ
ン
マ
ー
ク
の
ヘ
ル
シ
ュ
テ
ッ
ド
ベ
ス
タ
ー
や
、
オ
ラ
ン
ダ
の

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
へ
ー
ベ
ン
・
ク
リ
ニ
ー
ク
で
の
一
九
三
〇
年
代
か
ら
の
経
験
に
由
来
す
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
第

二
次
大
戦
後
の
旧
西
ド
イ
ツ
で
は
カ
ッ
セ
ル
刑
務
所
の
精
神
科
医
ピ
ー
チ
（
震
霧
9
）
博
士
や
ホ
ー
エ
ン
ア
ス
ペ
ル
グ
刑
務
所
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

精
神
科
医
マ
ウ
フ
（
家
き
9
）
博
士
に
よ
っ
て
、
社
会
治
療
処
遇
の
原
型
が
形
成
さ
れ
た
。
時
代
は
、
危
険
な
常
習
累
犯
者
へ
の
刑

事
政
策
的
対
応
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
刑
法
改
正
の
大
き
な
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
。
一
九
六
二
年
の
刑
法
改
正
政

府
草
案
が
従
来
型
の
治
療
処
分
と
禁
絶
処
分
、
保
安
監
置
を
提
案
し
た
の
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
対
案
グ
ル
ー
プ
」
の
提
案
が
一

九
六
六
年
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
対
案
第
六
九
条
に
お
い
て
登
場
す
る
の
が
、
「
社
会
治
療
処
分
」
と
い
う
新
た
な
保
安
処
分
で
あ

り
、
一
九
六
九
年
に
新
刑
法
第
六
五
条
と
し
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
刑
法
第
六
五
条
は
以
下
の
犯
罪
者
群
を
想
定
し
て
、
要
約
、

次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

第
一
項

第
二
項

　
①
　
重
い
人
格
障
害
を
有
す
る
者
が
、
二
年
以
上
の
自
由
刑
を
言
渡
さ
れ
、
過
去
に
二
回
に
わ
た
り
一
年
以
上
の
自

由
刑
の
言
渡
し
を
受
け
、
一
年
以
上
の
刑
の
執
行
ま
た
は
改
善
保
安
処
分
を
執
行
さ
れ
た
場
合
で
、
将
来
、
重
大
な
違

法
行
為
を
行
う
危
険
を
有
す
る
と
き

　
②
性
的
衝
動
の
ゆ
え
に
性
犯
罪
を
行
っ
た
者
が
、
一
年
以
上
の
自
由
刑
を
言
渡
さ
れ
、
そ
の
性
的
衝
動
に
か
か
わ

る
犯
罪
を
、
将
来
犯
す
危
険
が
あ
る
と
き

　
裁
判
所
は
、
そ
の
刑
の
言
渡
し
に
加
え
て
、
特
別
な
治
療
方
法
お
よ
び
医
師
に
指
導
さ
れ
た
社
会
治
療
施
設
に
お
け

る
社
会
的
支
援
が
、
そ
の
者
の
社
会
復
帰
に
と
っ
て
適
切
で
あ
る
場
合
に
は
、
社
会
治
療
処
分
を
命
じ
る
。

　
①
　
二
七
歳
未
満
の
故
意
犯
罪
を
理
由
に
一
年
以
上
の
自
由
刑
の
言
渡
し
を
さ
れ
る
者
が
、
一
六
歳
以
後
に
重
大
な

犯
罪
を
二
度
犯
し
、
す
で
に
一
年
以
上
に
わ
た
り
施
設
内
で
の
保
護
教
育
ま
た
は
自
由
刑
を
執
行
さ
れ
て
お
り
、
将
来
、
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性
癖
犯
罪
者
（
＝
き
讐
警
包
に
発
展
す
る
危
険
が
あ
る
場
合
に
は
、
刑
に
加
え
て
社
会
治
療
処
分
を
命
じ
る
。

第
三
項
　
責
任
無
能
力
ま
た
は
限
定
責
任
能
力
の
ゆ
え
に
精
神
病
院
に
お
け
る
収
容
（
第
六
三
条
）
が
命
じ
ら
れ
る
者
で
、
そ

　
　
　
の
状
態
に
よ
り
特
別
な
治
療
手
段
と
社
会
治
療
施
設
の
社
会
的
支
援
が
、
そ
の
者
の
社
会
復
帰
の
た
め
に
精
神
病
院
に

　
　
　
お
け
る
処
遇
よ
り
も
適
し
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
は
精
神
病
院
に
お
け
る
収
容
に
替
え
て
、
社
会
治
療
処
分
を
命
じ
る
。

　
つ
ま
り
は
、
社
会
治
療
処
分
の
対
象
者
を
、
①
重
大
な
人
格
障
害
の
あ
る
危
険
な
累
犯
者
、
②
危
険
性
が
予
測
さ
れ
る
重
大
な
性

犯
罪
者
、
③
若
年
の
性
癖
常
習
累
犯
者
、
④
司
法
精
神
病
院
収
容
処
分
対
象
者
を
想
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
社
会
治
療
」
に
つ
い
て
の
定
義
は
、
当
時
必
ず
し
も
明
確
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
マ
ウ
フ
博
士
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
医
学
的
、

心
理
学
的
、
教
育
学
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
方
法
を
用
い
て
、
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
り
、
作
業
療

法
や
行
動
療
法
、
薬
理
療
法
、
集
団
療
法
な
ど
可
能
な
療
法
を
総
合
的
に
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
個
別
療
法
よ
り
も
、

集
団
的
、
社
会
的
な
関
係
を
形
成
し
た
環
境
に
お
い
て
処
遇
を
進
め
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
治
療
共
同
体

の
形
成
に
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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図
　
展
　
開

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
主
と
し
て
各
州
の
財
政
的
事
情
を
理
由
と
し
て
時
間
的
猶
予
の
声
が
高
ま
り
、
予
定

さ
れ
て
い
た
「
社
会
治
療
処
分
」
施
設
の
整
備
と
人
的
手
当
て
に
つ
い
て
、
そ
の
確
保
が
困
難
な
状
況
に
陥
っ
た
。
一
九
七
四
年
に

公
布
さ
れ
た
第
二
次
刑
法
改
正
法
は
、
社
会
治
療
処
分
に
関
す
る
第
六
五
条
の
施
行
を
一
九
七
八
年
一
月
一
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と

と
し
た
の
で
あ
る
。
時
間
的
余
裕
を
お
く
こ
と
で
各
州
で
の
対
応
を
待
つ
べ
く
問
題
を
先
送
り
に
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
一
九
七
七

年
末
に
は
、
再
度
刑
法
第
六
五
条
の
施
行
は
一
九
八
五
年
一
月
一
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
は
、



北
欧
や
北
米
に
お
い
て
「
反
処
遇
思
想
」
が
展
開
さ
れ
は
じ
め
た
が
、
ド
イ
ツ
で
は
必
ず
し
も
そ
の
影
響
は
強
く
な
い
。
「
費
用
対

効
果
」
の
意
味
合
い
を
含
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
社
会
治
療
処
遇
へ
の
消
極
的
な
姿
勢
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
一

九
七
七
年
の
「
行
刑
法
」
に
お
い
て
、
社
会
復
帰
へ
向
け
た
行
刑
目
標
が
言
明
さ
れ
（
第
二
条
）
、
そ
の
第
九
条
に
は
、
当
時
の
モ

デ
ル
的
施
設
で
あ
っ
た
「
社
会
治
療
処
遇
施
設
」
へ
の
移
送
を
受
刑
者
の
同
意
を
前
提
に
認
め
る
規
程
が
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
も
理

解
で
き
る
。

行
刑
法
第
九
条
一
項
　
受
刑
者
の
社
会
復
帰
に
と
っ
て
社
会
治
療
施
設
に
お
け
る
特
別
の
治
療
措
置
お
よ
び
社
会
的
支
援
が
適

　
　
　
切
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
同
意
を
得
て
、
こ
の
者
を
社
会
治
療
施
設
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
以
下
略
）

ドイツにおける社会治療処遇の展開と課題

　
見
方
を
変
え
れ
ば
、
「
社
会
治
療
処
分
」
か
ら
「
社
会
治
療
行
刑
」
へ
の
実
務
的
視
野
の
展
開
が
な
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
】
九

八
四
年
の
秋
に
は
、
連
邦
法
務
委
員
会
の
「
社
会
治
療
処
分
規
定
削
除
と
関
連
法
規
の
改
正
」
に
関
す
る
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
、
当

時
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
客
員
講
師
で
あ
っ
た
加
藤
久
雄
教
授
も
、
シ
ュ
ー
ラ
ー
n
シ
ュ
プ
リ
ン
ゴ
ル
ム
教
授
ほ
か
の
教
授
陣
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
、
参
考
人
と
し
て
意
見
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
趣
旨
は
、
社
会
治
療
処
遇
の
意
義
を
評
価
し
、
行
刑
に
お
け
る
社
会
治
療
処
遇
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

推
進
す
る
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
他
の
参
考
人
の
意
見
も
、
も
は
や
「
処
分
と
し
て
の
社
会
治
療
」
で
は
な
く
、
「
行
刑
と

し
て
の
社
会
治
療
」
へ
の
展
開
を
支
持
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
一
九
八
五
年
一
月
一
日
、
刑
法
第
六
五
条
の

「
社
会
治
療
処
分
」
は
正
式
に
廃
止
さ
れ
、
以
後
「
処
分
と
し
て
の
社
会
治
療
」
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
。

③
　
現
　
況

刑
法
第
六
五
条
が
削
除
さ
れ
た
一
九
八
五
年
に
は
、

「
社
会
治
療
」
を
実
施
す
る
行
刑
施
設
は
、
カ
ッ
セ
ル
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
・
べ
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ル
ゲ
ド
ル
フ
、
デ
ュ
ー
レ
ン
、
ゲ
ル
ゼ
ン
キ
ル
ヘ
ン
、
ガ
ン
デ
ル
ス
ハ
イ
ム
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
ス
ハ
ー
フ
ェ
ン
、

ベ
ル
リ
ン
・
テ
ー
ゲ
ル
な
ど
一
五
カ
所
の
施
設
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
〇
年
後
の
一
九
九
五
年
に
い
た
る
も
、
各
州
に
お
け
る
社

会
治
療
処
遇
施
設
の
状
況
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
九
四
年
九
月
に
ア
イ
ケ
ル
ボ
ル
ン
で
発
生
し
た
女
子
児
童
強
姦
殺
人
事
件
や
、
一
九
九
六
年
九
月
に
バ
イ
エ
ル

ン
で
発
生
し
た
同
様
の
事
件
（
ナ
タ
リ
ー
事
件
）
に
よ
っ
て
、
常
習
的
性
犯
罪
者
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
対
応
の
ま
ず
さ
に
対
す
る

批
判
が
沸
き
起
こ
っ
た
。
こ
う
し
た
市
民
の
関
心
を
強
め
た
事
件
の
結
果
、
性
的
暴
力
犯
罪
者
に
対
す
る
効
果
的
な
処
遇
を
「
社
会

治
療
」
に
期
待
し
よ
う
と
す
る
新
た
な
立
法
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
↓
九
九
八
年
一
月
二
六
日
の
「
性
犯
罪
お
よ
び
そ

の
他
の
重
大
な
犯
罪
の
克
服
の
た
め
の
法
律
（
性
犯
罪
・
重
大
犯
罪
対
策
法
）
」
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
社
会
治
療
施
設
へ
の
収
容

を
こ
れ
ま
で
「
受
刑
者
の
同
意
を
得
た
う
え
で
の
移
送
」
と
し
て
き
た
も
の
に
、
新
た
に
「
義
務
的
・
必
要
的
な
移
送
」
と
す
る
規

定
を
、
行
刑
法
第
九
条
一
項
に
追
加
す
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
三
年
以
降
、
性
犯
罪
受
刑
者
に
つ
い
て
適
切
な
処
遇

が
期
待
で
き
る
場
合
に
は
、
社
会
治
療
施
設
へ
の
移
送
を
強
制
的
に
行
う
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
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新
・
行
刑
法
第
九
条
一
項
　
刑
法
第
一
七
四
条
な
い
し
第
一
八
○
条
お
よ
び
第
一
八
二
条
の
犯
罪
（
性
犯
罪
）
に
よ
っ
て
二
年
を

　
　
　
　
超
え
る
自
由
刑
の
言
渡
し
を
受
け
る
者
で
、
本
法
第
六
条
二
項
二
文
ま
た
は
第
七
条
四
項
に
従
い
社
会
治
療
施
設
に
お

　
　
　
　
け
る
処
遇
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
者
は
、
社
会
治
療
施
設
に
移
送
さ
れ
る
。
当
該
受
刑
者
が
、
そ
の
人
格
に
内

　
　
　
　
在
す
る
理
由
か
ら
処
遇
目
的
の
遂
行
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
戻
し
移
送
さ
れ
る
。

新
・
行
刑
法
第
九
条
二
項
　
他
の
受
刑
者
は
、
そ
の
者
の
社
会
復
帰
に
と
っ
て
社
会
治
療
施
設
に
お
け
る
特
別
の
治
療
措
置
お

　
　
　
　
よ
び
社
会
的
支
援
が
適
切
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
同
意
を
得
て
、
こ
の
者
を
社
会
治
療
施
設
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
社
会
治
療
施
設
の
長
の
同
意
も
必
要
で
あ
る
。
（
以
下
略
）
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図2　社会治療施設数の推移（1969年～2005年）
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（ドイツ犯罪学中央研究所の資料による）

　　図3　社会治療施設拘禁ベッド数と収容者数の推移（1997年～2005年）
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トイツにおける社会治療処遇の展開と課題

　
こ
れ
に
よ
り
、
社
会
治
療
施
設
の
新
た
な
整
備
計
画
が
拡
充
さ
れ
、
社
会
治
療
施
設
に
お
け
る
処
遇
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
明
確

な
基
準
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
は
っ
き
り
と
し
た
変
化
は
、
性
犯
罪
受
刑
者
の
処
遇
施
設
と
し
て
、
社
会
治
療
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

設
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
見
う
け
ら
れ
る
。
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
は
、
図
1
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
全
土
に
わ
た

っ
て
社
会
治
療
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
数
は
、
一
九
九
八
年
以
降
急
速
に
増
加
し
た
も
の
で
、
二
〇
〇
五
年
に
は
四
五
施

設
ま
で
拡
充
さ
れ
た
（
図
2
参
照
）
。
社
会
治
療
施
設
に
お
け
る
収
容
者
数
も
、
一
九
九
八
年
の
八
五
〇
人
か
ら
二
〇
〇
五
年
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

六
八
二
人
へ
と
倍
増
し
て
い
る
（
図
3
参
照
）
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
犯
罪
学
中
央
研
究
所
長
の
エ
ッ
ク
博
士
に
よ
る
と
、
社
会
治
療

施
設
へ
収
容
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
の
罪
種
は
、
二
〇
〇
五
年
に
お
い
て
「
性
犯
罪
」
が
五
八
・
五
％
二
九
九
七
年
に
は
二
三
・
二

％
）
、
「
財
産
犯
罪
」
が
一
四
・
○
％
（
］
九
九
七
年
に
は
四
四
・
五
％
）
で
あ
り
、
社
会
治
療
施
設
の
住
人
の
地
位
は
逆
転
し
た
格
好

に
な
っ
て
い
る
。

三
　
ド
イ
ツ
行
刑
施
設
お
よ
び
司
法
精
神
病
院
の
参
観
か
ら

　
こ
の
よ
う
に
今
や
社
会
治
療
処
遇
は
、
ド
イ
ツ
の
行
刑
に
お
け
る
重
点
と
し
て
期
待
値
の
高
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

状
況
の
な
か
で
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
社
会
治
療
処
遇
を
行
っ
て
い
る
行
刑
施
設
を
参
観
す
る
機
会
を
得
た
の
で
、
以
下
に
紹
介

し
て
お
き
た
い
。
あ
わ
せ
て
、
治
療
処
分
の
対
象
と
し
て
収
容
さ
れ
た
性
犯
罪
者
を
処
遇
す
る
司
法
精
神
病
院
も
以
下
に
紹
介
す
る
。

①（1）

ハ
レ
行
刑
施
設
社
会
治
療
部
門
（
器
＝
Φ
巳
　
　
一
［
月
二
〇
日
（
午
前
）
訪
問

ハ
レ
の
社
会
治
療
部
門
は
、
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
州
の
全
域
を
カ
バ
ー
す
る
男
子
施
設
と
し
て
二
〇
〇
一
年
の
夏
に
開
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設
さ
れ
た
。
二
〇
〇
三
年
一
月
か
ら
は
性
犯
罪
者
の
処
遇
も
行
わ
れ
て
い
る
。
一
一
六
人
の
収
容
定
員
に
対
し
て
、
現
在
八
○
人
が

収
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
七
〇
％
が
人
格
障
害
で
あ
り
、
ま
た
八
五
％
が
性
犯
罪
の
ゆ
え
の
入
所
者
で
あ
る
。
収
容
者
は
三
つ
の
居

住
グ
ル
ー
プ
に
分
属
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
〇
人
前
後
の
集
団
が
、
ひ
と
つ
の
処
遇
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し
て
い
る
。
職
員
は
、
臨
床

心
理
士
が
七
人
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
が
五
人
、
保
安
職
員
が
三
五
人
で
あ
る
。

　
②
処
遇
と
し
て
は
、
集
団
セ
ラ
ピ
ー
と
個
別
セ
ラ
ピ
ー
と
を
調
和
さ
せ
た
処
遇
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、

反
暴
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
性
犯
罪
者
専
用
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
依
存
対
象
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
自
己
確
立
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ス
ト
レ
ス
解
消
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
作
業
療
法
、
行
動
療
法
、
家
族
療
法
、
深
層
心
理
療
法
、
教

科
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
多
く
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
用
意
さ
れ
、
進
め
ら
れ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
処
遇
は
六
人
ほ
ど
で
構
成
さ
れ
る
の

が
通
例
で
、
週
に
九
〇
分
、
七
カ
月
な
い
し
九
カ
月
ほ
ど
の
期
間
を
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
他
者
と
の
境
界
を
認
識

さ
せ
、
対
人
関
係
を
阻
害
す
る
要
因
に
つ
い
て
自
覚
認
識
さ
せ
る
こ
と
や
、
小
グ
ル
ー
プ
内
で
あ
え
て
挑
発
的
状
況
を
作
り
出
す
こ

と
を
通
じ
て
、
対
人
関
係
の
改
善
に
努
力
さ
せ
た
り
、
感
情
の
高
揚
す
る
の
を
抑
制
・
回
避
さ
せ
た
り
、
被
害
者
の
視
点
を
学
習
し

て
被
害
者
の
思
い
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
な
ど
、
「
認
知
行
動
療
法
」
の
手
法
を
用
い
た
集
団
処
遇
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
③
　
社
会
治
療
施
設
に
お
い
て
も
、
突
発
的
・
暴
発
的
な
事
態
に
対
応
す
る
べ
く
、
「
保
護
房
」
が
あ
る
。
案
内
さ
れ
た
「
保
護

房
」
は
、
比
較
的
明
る
く
清
潔
で
あ
り
、
と
く
に
自
傷
の
危
険
性
が
高
ま
っ
た
場
合
に
使
用
す
る
が
、
二
〇
〇
一
年
以
降
こ
れ
ま
で

わ
ず
か
に
二
回
、
そ
れ
ぞ
れ
一
日
の
み
の
使
用
が
な
さ
れ
た
だ
け
と
い
う
。
使
用
さ
れ
た
痕
跡
を
感
じ
な
い
ほ
ど
に
美
観
を
維
持
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
施
設
に
収
容
さ
れ
た
後
に
精
神
異
常
の
診
断
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
精
神
科
医
療
施
設
（
治
療
処
分

施
設
）
へ
の
収
容
に
切
り
替
え
ら
れ
る
（
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
州
に
は
治
療
処
分
施
設
が
一
カ
所
あ
る
）
。

　
④
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
で
発
展
し
た
「
認
知
行
動
療
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
活
用
し
て

い
る
。
ド
イ
ツ
国
内
で
は
二
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
が
最
初
に
活
用
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
年
間
五
〇
回
ほ
ど
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
週
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表1　性犯罪者処遇グループ・プログラム50回の内容

プログラムの内容 回　数 計

第1ステップ 導入 1 1
第2ステップ 被処遇者のこれまでの成育歴 3 4
第3ステップ 認知のゆがみについての認識 2 6
第4ステップ 性犯罪の犯行内容について 3 9
第5ステップ 一見すると重要でない決断 1 10

第6ステップ 危機的状況（危険因子） 4 14

第7ステップ 短絡的な満足感の問題 1 15

第8ステップ 性的妄想のコントロール 2 17

第9ステップ 犯行の経緯（犯罪のシナリオ） 16 33

第10ステップ 被害者への共感 8 41

第llステップ 再犯の予防 8 49

第12ステップ 総括 1 50

（施設の提供による）

に
九
〇
分
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
二
回
）
を
経
て
、
対
象
者
の
犯
罪
に

い
た
る
経
緯
や
前
歴
な
ど
を
自
覚
で
き
る
よ
う
に
、
小
グ
ル
ー

プ
で
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
（
表
1
参
照
）
。

た
だ
し
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
は
「
小
児
性
愛
者
」
は
除
外

さ
れ
て
い
る
。
小
グ
ル
ー
プ
で
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
対

人
共
感
性
」
を
生
み
出
さ
せ
る
効
果
が
狙
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

小
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
一
〇
人
の
受
刑
者
に
一
人
の
心
理

士
が
担
当
す
る
よ
う
運
用
規
則
上
指
示
さ
れ
て
い
る
。
性
犯
罪

受
刑
者
は
、
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ほ
か
九
〇

分
の
通
常
グ
ル
ー
プ
処
遇
お
よ
び
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
い
う
一
二
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
継
続
し
て
二
年
か
ら
三
年
半
ほ

ど
の
期
間
、
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
⑤
運
動
は
、
ロ
に
二
時
間
確
保
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
作
業

療
法
処
遇
室
で
は
、
長
期
の
受
刑
者
を
対
象
と
し
て
、
一
〇
人

ニ
グ
ル
ー
プ
（
計
二
〇
人
）
が
四
時
間
、
作
業
に
従
事
す
る
。

木
工
、
陶
芸
、
絵
画
な
ど
の
作
業
が
あ
る
が
、
受
刑
者
自
身
の

選
択
で
種
目
を
決
め
て
い
る
。
作
業
の
原
材
料
は
刑
務
所
が
提

供
し
て
お
り
、
作
品
は
］
部
販
売
も
さ
れ
て
い
る
。
褒
賞
金
も

与
え
ら
れ
る
。
作
業
の
様
子
は
、
心
理
士
に
よ
っ
て
見
守
ら
れ
、
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そ
れ
ぞ
れ
の
処
遇
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　
⑥
出
所
時
教
育
に
際
し
て
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
（
社
会
教
育
士
）
が
家
族
セ
ラ
ピ
ー
を
す
す
め
、
家
族
訪
問
の
支
援

を
行
う
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
の
仕
事
は
、
居
住
グ
ル
ー
プ
内
で
の
日
常
生
活
、
余
暇
時
間
の
作
成
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
で

あ
る
が
、
出
所
か
ら
六
カ
月
前
に
は
行
状
監
督
官
と
の
連
携
を
準
備
し
た
り
、
外
出
サ
ポ
ー
ト
や
ア
パ
ー
ト
探
し
な
ど
の
支
援
を
行

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
就
労
支
援
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
性
犯
罪
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
念
入
り
な
行
状

監
督
官
と
の
連
携
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　
⑦
こ
の
ハ
レ
行
刑
施
設
（
社
会
治
療
部
門
）
に
つ
い
て
は
、
ハ
レ
大
学
の
ブ
ス
マ
ン
教
授
（
心
理
学
）
の
研
究
室
に
よ
る
調
査
研

究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
担
当
官
の
概
況
説
明
に
つ
づ
い
て
、
こ
の
調
査
研
究
の
経
過
が
研
究
室
の
学
生
ら
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
。

こ
の
研
究
の
課
題
は
、
国
ハ
レ
行
刑
施
設
（
社
会
治
療
部
門
）
で
の
処
遇
内
容
に
つ
い
て
、
圖
社
会
治
療
の
対
象
者
と
な
る
受
刑
者

の
特
徴
に
つ
い
て
、
團
社
会
治
療
処
遇
を
す
す
め
る
た
め
に
不
可
欠
な
条
件
は
何
か
、
で
あ
っ
た
。

　
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
州
に
お
け
る
過
去
五
年
間
の
性
犯
罪
受
刑
者
を
対
象
と
し
て
（
二
二
〇
人
）
、
國
処
遇
開
始
前
の
状
況
、

圖
処
遇
終
了
時
の
状
況
、
團
処
遇
後
二
年
経
過
後
の
状
況
に
つ
い
て
把
握
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
国
受
刑
者
の
犯
罪
学

的
特
性
（
過
去
の
前
科
、
前
歴
な
ど
）
と
い
っ
た
記
述
的
要
素
の
調
査
の
ほ
か
、
圖
受
刑
者
個
人
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
て
心
理

学
上
の
診
断
を
行
う
こ
と
、
團
生
育
歴
の
確
認
を
す
る
こ
と
な
ど
の
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
ま
で
の
調
査
の
結
果
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。

1
．
受
刑
者
全
体
の
う
ち
五
八
％
が
通
常
行
刑
の
対
象
と
な
り
、
三
五
％
が
ハ
レ
社
会
治
療
施
設
で
の
処
遇
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

2
．
ハ
レ
行
刑
施
設
（
社
会
治
療
部
門
）
に
収
容
さ
れ
た
受
刑
者
の
八
五
％
が
性
犯
罪
者
で
あ
る
。

3
．
こ
の
受
刑
者
た
ち
の
収
容
期
間
は
、
平
均
二
〇
カ
月
で
あ
り
、
五
回
以
上
の
前
科
が
あ
る
。
ま
た
四
〇
％
の
受
刑
者
が
対
人
関

係
に
問
題
を
か
か
え
て
お
り
、
六
〇
％
の
受
刑
者
が
、
幼
児
期
か
ら
の
何
ら
か
の
被
虐
待
体
験
を
も
ち
、
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
依
存
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が
強
い
。

4
．
六
五
％
の
受
刑
者
に
は
、
攻
撃
的
特
性
が
見
ら
れ
る
。

5
．
性
犯
罪
受
刑
者
の
九
〇
％
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
処
遇
の
効
果
は
見
ら
れ
な
い
。
処
遇
期
問
中
に
、
処
遇
を
拒
否
し
処
遇
が

中
断
さ
れ
た
事
例
は
四
〇
％
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
こ
の
四
〇
％
と
い
う
数
字
は
、
行
刑
施
設
の
担
当
官
か
ら
訂
正
さ
れ
、
拒
否
・
中

断
事
例
は
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
二
〇
％
ほ
ど
と
い
う
。
処
遇
効
果
を
高
め
る
た
め
に
も
、
処
遇
を
受
け
よ
う
と
い
う
受
刑
者
自

身
の
処
遇
の
任
意
の
意
思
（
動
機
付
け
）
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
大
な
性
犯
罪
受
刑
者
に
つ
い
て
は
処
遇
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
。

ドイツにおける社会治療処遇の展開と課題

　
の
　
ハ
レ
通
常
行
刑
施
設
（
蕃
＝
①
H
）
　
一
一
月
二
〇
日
（
午
後
）
訪
問

　
行
刑
施
設
ハ
レ
ー
は
、
一
八
三
六
年
に
建
設
が
開
始
さ
れ
、
一
八
四
二
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
王
立
刑
務
所
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
伝

統
的
な
施
設
で
あ
る
。
建
物
が
赤
レ
ン
ガ
に
よ
る
構
築
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
赤
い
雄
牛
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
図
4
参
照
）
。
施

設
は
、
成
人
男
子
受
刑
者
棟
、
未
決
拘
禁
棟
、
少
年
拘
禁
棟
、
女
子
受
刑
者
棟
（
新
コ
ン
テ
ナ
棟
）
か
ら
な
っ
て
い
る
（
図
5
参
照
）
。

　
訪
問
時
現
在
、
二
八
四
人
の
収
容
者
が
い
た
が
、
そ
の
内
訳
は
、
男
子
未
決
拘
禁
者
一
一
五
人
、
男
子
通
常
行
刑
受
刑
者
一
〇
七

人
、
女
子
通
常
行
刑
受
刑
者
六
二
人
（
こ
の
う
ち
一
二
人
は
開
放
行
刑
）
で
あ
る
。

　
受
刑
者
の
刑
務
作
業
と
し
て
は
、
竃
一
鼠
、
o
o
o
一
琵
と
い
っ
た
企
業
か
ら
受
注
す
る
「
提
供
作
業
」
の
ほ
か
、
家
事
労
働
、
庭
園

作
業
、
施
設
営
繕
清
掃
が
あ
る
。
と
く
に
洋
裁
工
場
で
は
、
T
シ
ャ
ツ
、
タ
オ
ル
、
エ
プ
ロ
ン
な
ど
を
、
受
注
に
よ
り
製
作
し
て
お

り
、
四
〇
人
が
、
作
業
に
従
事
し
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
自
己
発
見
等
訓
練
な
ど
の
職
業
補
導
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
必

ず
し
も
充
実
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
余
暇
時
問
の
活
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
か
な
り
豊
富
と
い
え
る
。
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
や
図
書
室
は
充
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図4　ハレ1

　　　　　　　　　法学研究80巻12号（2007：12）

（通常行刑施設）19世紀の概観

轟
　｛

（施設提供冊子より）

図5　ハレ1（通常行刑施設）現在の概観

（施設提供冊子より）
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ドイツにおける社会治療処遇の展開と課題

図6　ベルリン・テーゲル行刑施設表門

縛絃
霧

実
し
て
い
る
。
「
保
護
房
」
は
、
月
に
五
回
か
ら
六
回
程
度
の
使
用

が
な
さ
れ
て
い
る
。
原
則
と
し
て
二
四
時
間
か
ら
二
八
時
間
と
い
っ

た
限
ら
れ
た
使
用
で
あ
る
と
い
う
。
訪
問
し
た
女
子
施
設
は
、
過
剰

気
味
で
あ
っ
た
。
八
年
前
か
ら
増
加
傾
向
が
見
ら
れ
、
緊
急
措
置
と

し
て
「
コ
ン
テ
ナ
棟
」
が
整
備
さ
れ
た
。
処
遇
に
あ
た
る
心
理
士
な

ど
も
多
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
通
常
行
刑
施
設
で
は
、
処
遇
よ

り
も
拘
禁
目
的
の
達
成
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
③
　
ベ
ル
リ
ン
・
テ
ー
ゲ
ル
行
刑
施
設
　
二
月
一
二
日
参
観

　
①
　
ベ
ル
リ
ン
・
テ
ー
ゲ
ル
行
刑
施
設
は
一
八
九
八
年
創
設
さ
れ
、

現
在
男
子
の
受
刑
者
を
対
象
に
］
、
七
〇
〇
人
を
収
容
す
る
大
規
模

施
設
で
あ
る
。
四
六
〇
人
の
刑
務
官
を
は
じ
め
、
心
理
士
、
ソ
ー
シ

ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
事
務
職
等
を
あ
わ
せ
る
と
約
八
○
○
人
の
職
員
が

働
い
て
い
る
。
中
世
の
城
門
の
ご
と
き
堅
固
な
入
り
口
（
図
6
）
を

通
っ
て
内
部
に
入
る
と
、
正
面
に
教
会
、
背
後
に
二
年
以
内
の
比
較

的
刑
期
の
短
い
受
刑
者
棟
（
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
方
式
）
が
あ
る
。
左
手

に
は
未
決
の
収
容
者
棟
が
そ
び
え
て
い
る
。
右
手
に
回
る
と
社
会
治

療
施
設
が
二
棟
見
え
て
く
る
。
い
ず
れ
も
そ
れ
ほ
ど
の
威
圧
感
は
な

い
。
手
前
側
に
一
定
の
「
性
犯
罪
者
専
用
」
の
処
遇
施
設
棟
が
あ
る
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法学研究80巻12号（2007：12〉

図7　ベルリン・テーゲル行刑施設内の性犯罪者社会治療棟

図8　性犯罪者社会治療棟内の受刑者居室
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ドイツにおける社会治療処遇の展開と課題

図9　ベルリン・テーゲル社会治療棟（一般）

讐
榊

馨

編
翻

縁
．
灘

一騨
翻醐㈱

（
図
7
）
。
性
犯
罪
者
処
遇
施
設
は
、
現
在
三
五
人
が
収
容
さ
れ
て

い
る
（
図
8
）
。
集
団
処
遇
室
で
は
一
一
人
ま
た
は
一
二
人
の
集

団
処
遇
が
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
五
人
の
ス

タ
ッ
フ
が
専
従
し
て
い
る
。

　
②
他
方
、
も
う
ひ
と
つ
の
処
遇
施
設
で
は
、
一
般
受
刑
者
に

対
す
る
社
会
治
療
処
遇
（
任
意
的
）
が
行
わ
れ
て
い
る
（
図
9
）
。

こ
ち
ら
の
定
員
は
一
六
〇
人
。
現
在
五
四
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
対
応

し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
社
会
治
療
施
設
を
見
る
と
、
二
〇
〇
人

の
収
容
者
を
想
定
し
て
、
心
理
士
一
七
人
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ

ー
三
人
の
専
門
家
の
ほ
か
、
一
般
職
（
刑
務
官
）
七
〇
人
が
対
応

し
て
い
る
。

　
③
社
会
治
療
処
遇
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
モ
デ
ル
施
設
と

し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
一
九
七
七
年
以
降
、
行
刑
法
の
整
備

に
と
も
な
い
社
会
治
療
を
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
。
九
〇
年
代
半

ば
か
ら
性
犯
罪
者
へ
の
社
会
的
関
心
が
高
ま
る
と
、
一
定
の
性
犯

罪
者
に
対
し
て
社
会
治
療
が
義
務
づ
け
ら
れ
（
二
〇
〇
三
年
か
ら

実
施
）
、
こ
の
社
会
治
療
施
設
区
域
で
も
、
性
犯
罪
者
の
比
率
は

高
く
（
五
〇
％
）
、
次
い
で
暴
力
事
犯
（
四
〇
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
④
社
会
治
療
処
遇
の
対
象
者
と
し
て
適
切
な
の
は
、
刑
期
二
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　　　　　　　　　　　　　　　　　法学研究80巻12号（2007：12

図10　ベルリン・テーゲル行刑施設内長期受刑者棟

蝿
譲

、
へ
薮
，

○
カ
月
か
ら
五
年
以
内
の
受
刑
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
人
格
に
問

題
が
あ
り
、
対
人
関
係
を
う
ま
く
構
築
で
き
な
い
受
刑
者
を
対
象
と
す

る
の
が
原
則
で
あ
り
罪
種
は
と
く
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
が
、
近
時
、

性
犯
罪
者
や
暴
力
事
犯
が
多
い
。
ま
た
、
年
齢
は
四
五
歳
以
下
。
外
国

人
は
、
社
会
治
療
処
遇
が
難
し
く
適
し
て
い
な
い
（
そ
れ
で
も
］
六
％

は
非
ド
イ
ツ
人
と
い
う
）
。
ま
た
薬
物
依
存
や
言
語
能
力
の
低
い
受
刑
者

も
適
し
て
い
な
い
（
対
人
関
係
の
構
築
が
困
難
）
。

　
⑤
何
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
受
刑
者
の
処
遇
適
応
能
力
で
あ
る
。

処
遇
を
う
け
よ
う
と
い
う
「
動
機
付
け
」
が
重
要
で
あ
る
。
生
育
歴
、

生
活
環
境
、
生
活
習
慣
、
ど
う
し
て
受
刑
者
と
な
っ
た
の
か
な
ど
に
つ

い
て
、
受
刑
者
自
身
に
確
認
さ
せ
る
こ
と
か
ら
処
遇
が
始
ま
る
。
通
常

の
居
住
グ
ル
ー
プ
は
、
二
〇
人
程
度
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
居
住
グ
ル

ー
プ
ご
と
に
相
互
交
流
や
集
会
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
入
所
時
処
遇
の
期

間
（
六
カ
月
）
は
個
別
の
処
遇
が
中
心
と
な
る
が
、
そ
の
間
ど
の
処
遇

グ
ル
ー
プ
に
属
さ
せ
る
か
を
検
討
す
る
。
処
遇
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
囮
治

療
環
境
を
整
え
る
こ
と
（
自
己
管
理
能
力
の
支
援
）
、
圖
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
團
現
在
の
受
刑
者
の
状
況
に
影
響
を
与
え
て
い
る
要

因
の
検
討
（
深
層
心
理
の
解
明
）
、
四
認
知
行
動
療
法
に
あ
る
。

　
⑥
刑
務
作
業
は
、
軽
作
業
（
自
己
労
作
の
よ
う
な
作
業
）
が
中
心

336
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で
あ
る
。
家
族
面
会
、
夫
婦
面
会
は
認
め
ら
れ
て
い
る
（
家
族
以
外
の
友
人
も
面
会
可
能
だ
が
、
事
前
の
調
査
か
あ
る
）
。
処
遇
を
途
中

で
中
断
す
る
（
処
遇
拒
否
）
ケ
ー
ス
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
（
五
～
一
〇
％
）
。
ベ
ル
リ
ン
で
は
自
分
の
意
思
で
処
遇
を
始
め
て
い
る
ケ

ー
ス
が
多
い
の
で
中
断
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
説
明
で
あ
っ
た
。
一
年
か
ら
一
二
年
の
期
間
で
処
遇
が
進
む
と
、
そ
の
後
、

半
開
放
処
遇
や
釈
放
に
向
け
て
の
帰
休
制
の
活
用
、
あ
る
い
は
身
分
証
を
与
え
て
外
部
へ
通
勤
す
る
方
法
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

職
員
同
伴
を
含
め
る
と
、
九
五
％
の
受
刑
者
が
帰
休
や
外
出
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
外
出
は
月
に
一
回
か
ら
週
に
一
回
な

ど
の
よ
う
に
徐
々
に
緩
和
さ
れ
て
ゆ
く
。
外
出
時
の
問
題
行
動
は
年
に
二
回
程
度
で
あ
り
、
逃
走
事
故
は
四
回
ほ
ど
と
い
う
が
、
年

に
通
算
四
千
回
の
外
出
回
数
の
う
ち
の
数
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
帰
休
制
や
外
出
の
重
要
性
が
損
な
わ
れ
る
も
の
て
は
な
い
、
と
説
明

さ
れ
た
。
半
開
放
処
遇
な
ど
緩
和
行
刑
へ
移
行
す
る
際
に
は
適
当
な
予
測
診
断
に
よ
っ
て
い
る
。
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
行
状
監
督

を
付
加
し
た
り
、
精
神
病
院
施
設
へ
の
通
院
を
義
務
づ
け
た
り
し
て
い
る
と
い
う
。

　
⑦
社
会
治
療
施
設
の
さ
ら
に
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
二
年
以
上
の
長
期
受
刑
者
（
無
期
受
刑
者
を
含
む
）
の
施
設
と
保
安
監
置

施
設
が
あ
る
（
図
1
0
）
。

（4）

ア
イ
ケ
ル
ボ
ル
ン
司
法
精
神
病
院

一
月
ニ
ニ
日
参
観

　
ア
イ
ケ
ル
ボ
ル
ン
事
件
　
一
九
九
四
年
九
月
二
二
日
、
リ
ッ
プ
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
ア
イ
ヶ
ル
ボ
ル
ン
司
法
精
神
病
院
に
七
年
間

収
容
さ
れ
て
い
た
性
犯
罪
者
が
、
仮
退
院
を
ひ
か
え
て
の
外
出
中
に
、
七
歳
の
女
子
児
童
に
対
し
て
強
姦
殺
人
事
件
を
引
き
起

こ
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
ア
イ
ケ
ル
ボ
ル
ン
事
件
」
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
子
ど
も
を
対
象
に
し
た
性
犯
罪
者
事
件

と
し
て
社
会
的
注
目
を
集
め
た
が
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
二
七
日
の
判
決
に
よ
り
、
一
五
年
間
の
精
神
病
院
収
容
処
分
（
お
よ

び
無
期
限
の
行
状
監
督
）
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
ナ
タ
リ
ー
事
件
（
一
九
九
六
年
九
月
二
〇
日
、
被
害

）り一
）」イ
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者
は
七
歳
の
女
子
児
童
）
が
発
生
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
事
件
を
契
機
と
し
て
、
一
九
九
八
年
の

が
成
立
し
、
こ
れ
に
と
も
な
う
刑
法
お
よ
び
行
刑
法
の
一
部
改
正
を
招
く
こ
と
に
な
る
。

「
性
犯
罪
・
重
大
犯
罪
対
策
法
」

　
①
た
し
か
に
、
ア
イ
ケ
ル
ボ
ル
ン
事
件
後
、
ド
イ
ツ
全
域
で
犯
罪
傾
向
の
強
い
犯
罪
者
に
対
す
る
対
策
の
強
化
を
求
め
る
声
が

高
ま
っ
た
。
こ
れ
を
反
映
し
て
か
、
刑
法
第
六
三
条
に
よ
る
精
神
病
院
収
容
処
分
の
言
渡
し
数
も
増
加
し
た
（
旧
西
独
地
域
で
は
九

五
年
の
五
五
九
件
か
ら
二
〇
〇
二
年
の
八
六
四
件
に
増
加
）
。
禁
絶
処
分
施
設
へ
の
収
容
者
（
刑
法
第
六
四
条
）
の
数
字
と
の
合
計
で
見

る
と
、
四
、
二
七
五
人
（
九
五
年
）
か
ら
八
、
二
壬
二
人
（
〇
五
年
）
へ
と
増
加
し
て
い
る
。

　
②
ア
イ
ケ
ル
ボ
ル
ン
司
法
精
神
病
院
で
も
、
収
容
者
数
の
増
加
は
顕
著
で
あ
る
。
九
六
年
の
六
九
六
人
か
ら
、
二
〇
〇
六
年
五

月
一
日
現
在
ま
で
の
一
〇
年
の
間
に
一
、
一
二
八
人
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
収
容
者
（
第
六
三
条
に
基
づ
く
収
容
者
）
の
罪
種
別

比
率
を
見
る
と
、
殺
人
二
五
％
、
傷
害
一
九
％
、
児
童
に
対
す
る
性
的
虐
待
二
二
％
、
そ
の
他
の
性
犯
罪
二
二
％
、
放
火
八
％
、
そ

の
他
二
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
病
名
別
に
見
る
と
、
統
合
失
調
症
三
五
％
、
人
格
障
害
三
五
％
、
知
的
障
害
八
％
、
反
社
会
的
人
格

障
害
七
％
、
そ
の
他
一
五
％
に
区
分
さ
れ
る
。

　
③
診
療
区
分
は
、
国
入
院
時
に
お
け
る
診
断
・
治
療
、
圃
統
合
失
調
な
ど
の
精
神
医
学
的
診
療
、
團
性
犯
罪
な
ど
に
関
わ
っ
た

人
格
障
害
者
に
対
す
る
心
理
・
社
会
治
療
、
四
知
的
障
害
者
に
対
す
る
看
護
教
育
治
療
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

近
時
は
過
剰
気
味
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
④
収
容
期
間
は
、
統
合
失
調
症
患
者
に
つ
き
三
年
か
ら
四
年
、
人
格
障
害
者
に
つ
き
八
年
か
ら
一
〇
年
、
知
的
障
害
者
は
八
年

か
ら
九
年
に
な
っ
て
い
る
。
年
齢
一
八
歳
か
ら
七
二
歳
ま
で
の
患
者
が
現
在
収
容
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
年
を
超
え
る
収
容
者
も
一
五

名
い
る
。

　
⑤
処
遇
の
中
心
は
、
作
業
療
法
や
身
体
を
動
か
す
療
法
（
騨
讐
誓
R
碧
邑
に
お
か
れ
て
い
る
。
統
合
失
調
症
の
患
者
に
は
薬
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物
療
法
が
一
定
の
効
果
を
あ
げ
る
が
、
人
格
障
害
の
患
者
に
は
、
心
理
学
的
な
対
応
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
、
認
知
行
動
療
法
が
取
り

込
ま
れ
て
い
る
。

　
⑥
外
出
・
外
泊
や
退
院
な
ど
に
も
積
極
的
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
判
断
に
際
し
て
は
、
鑑
定
医
、
治
療
担
当
者
、
看
護
担
当

者
、
診
療
部
長
の
参
加
す
る
判
定
会
議
に
お
い
て
検
討
さ
れ
、
全
員
一
致
で
許
可
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
施
設
内
に
お
け
る

「
危
険
性
」
の
判
断
に
つ
い
て
も
同
じ
会
議
で
六
カ
月
ご
と
に
判
定
さ
れ
る
。
付
き
添
い
な
ど
を
含
め
た
外
出
許
可
件
数
は
年
間
で

約
一
万
六
千
件
。
こ
の
う
ち
帰
寮
し
な
い
な
ど
の
事
故
は
五
件
程
度
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ア
イ
ケ
ル
ボ
ル
ン
事
件
の
発
生
し
た
九

四
年
当
時
、
「
逃
走
事
故
」
は
五
九
件
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
五
年
に
は
六
件
と
い
う
数
字
が
公
表
さ
れ
て
い
る
（
地
域
へ
の
状
況
報
告

を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
）
。

　
⑦
ア
イ
ケ
ル
ボ
ル
ン
司
法
精
神
病
院
は
、
厳
重
な
閉
鎖
施
設
で
あ
り
（
図
1
1
）
、
敷
地
全
体
を
フ
ェ
ン
ス
で
防
護
す
る
ほ
か
、

居
住
棟
ご
と
に
フ
ェ
ン
ス
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
（
図
1
2
）
。
訪
問
し
た
「
性
犯
罪
者
病
棟
」
に
は
、
二
三
人
の
患
者
が
収
容
さ

れ
て
い
た
。
原
則
二
年
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
そ
っ
て
、
二
人
の
心
理
士
（
う
ち
一
人
は
女
子
）
が
治
療
に
あ
た
っ
て
い
る
。
長
期
収

容
棟
（
ロ
ン
グ
ス
テ
イ
）
が
二
棟
（
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）
あ
る
が
、
精
神
分
析
で
は
な
く
生
活
環
境
を
重
視
し
、
余
暇
時
問
の
す
ご
し
方
、

犬
と
す
ご
す
楽
し
さ
な
ど
を
指
導
し
て
い
る
。
共
同
フ
ロ
ア
内
で
は
午
後
九
時
ま
で
自
由
に
行
動
で
き
る
。
人
格
障
害
へ
の
働
き
か

け
は
難
し
い
が
、
攻
撃
的
感
情
を
一
定
限
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
へ
の
働
き
か
け
は
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
。

340

　
⑤
　
、
・
、
ユ
ン
ヘ
ン
・
シ
ュ
タ
ー
デ
ル
ハ
イ
ム
行
刑
施
設
　
一
一
月
二
三
日
参
観

　
①
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
シ
ュ
タ
ー
デ
ル
ハ
イ
ム
刑
務
所
は
一
八
九
四
年
に
創
設
さ
れ
、
今
日
ま
で
一
二
一
年
の
歴
史
を
重
ね
て
い
る
。

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
中
央
駅
か
ら
東
へ
地
下
鉄
一
番
で
一
〇
分
ほ
ど
の
位
置
に
あ
る
。
マ
ン
グ
フ
ァ
ル
プ
ラ
ッ
ツ
駅
か
ら
徒
歩
五
分
ほ
ど
で
、

刑
務
所
の
正
面
入
り
口
に
到
着
す
る
。
女
子
施
設
七
四
床
、
開
放
処
遇
施
設
四
六
床
、
少
年
施
設
五
二
床
を
含
む
総
合
刑
務
所
で
総
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図13　シュターデルハイム行刑施設内（社会治療部門）

複
喉

議、曇

定
員
一
、
五
〇
三
床
の
大
型
刑
事
施
設
（
刑
務
所
＋
拘
置
施
設
）
で

あ
る
。

　
②
性
犯
罪
者
へ
の
社
会
治
療
施
設
は
、
北
棟
二
階
と
三
階
の
一

画
を
当
て
て
い
る
（
図
1
3
）
。
集
団
処
遇
室
、
作
業
療
法
室
、
図
書

室
、
キ
ッ
チ
ン
な
ど
施
設
の
内
部
は
充
実
し
て
い
る
（
図
1
4
・
1
5
）
。

二
年
以
上
の
刑
期
を
も
つ
性
犯
罪
受
刑
者
が
二
四
人
収
容
さ
れ
処
遇

を
受
け
て
い
る
。
受
刑
者
は
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
が
、

第
】
グ
ル
ー
プ
は
入
所
七
カ
月
か
ら
九
カ
月
目
の
も
の
で
、
入
所
時

考
査
（
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
定
を
含
む
）
に
応
じ
た
処
遇
グ
ル
ー
プ

で
あ
る
。
第
ニ
グ
ル
ー
プ
は
、
心
理
療
法
に
重
き
を
置
い
た
処
遇
グ

ル
L
フ
、
第
三
グ
ル
ー
プ
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
重
点

的
に
行
う
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
そ
の
後
第
四
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
釈

放
前
処
遇
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。

　
③
受
刑
者
は
、
施
設
棟
内
で
あ
れ
ば
、
処
遇
や
作
業
に
従
事
す

る
ほ
か
は
自
由
に
行
動
で
き
る
。
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
相
互
の
ド
ア
は
午

後
七
時
四
五
分
に
閉
め
ら
れ
、
居
室
の
鍵
は
午
後
八
時
に
ロ
ッ
ク
さ

れ
る
。
居
室
内
の
管
理
は
自
分
で
行
う
。
受
刑
者
の
刑
務
作
業
は
、

午
前
七
時
五
分
か
ら
午
後
三
時
一
〇
分
の
間
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、

同
時
に
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
進
行
す
る
。
集
団
で
話
し
合
い
を
す
る
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こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　
④
第
一
グ
ル
ー
プ
の
受
刑
者
に
対
し
て
は
「
認
知
行
動
療
法
」
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
六
か
ら
八
カ
月
目
に
行
わ
れ
る
集

団
処
遇
で
は
、
ま
ず
工
自
分
史
を
語
る
こ
と
（
五
回
）
、
圖
認
知
の
ゆ
が
み
を
自
覚
す
る
こ
と
（
一
回
）
、
團
自
分
が
犯
し
た
罪
に
つ

い
て
語
る
こ
と
（
八
回
）
、
囚
被
害
者
へ
の
同
調
（
三
回
）
、
旧
個
々
の
謝
罪
と
選
択
肢
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
（
四
回
）
、
團
危
険
性

の
要
素
に
つ
い
て
（
一
回
）
、
囮
累
犯
と
そ
の
回
避
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
進
め
ら
れ
る
。
全
体
で
二
七
回
の
会
合
が
持
た
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
処
遇
は
、
金
曜
日
の
九
時
三
〇
分
か
ら
二
時
三
〇
分
に
開
か
れ
て
い
る
。

　
⑤
社
会
治
療
部
門
で
は
、
二
人
の
心
理
士
、
二
人
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
】
人
の
医
師
（
精
神
科
医
）
が
専
門
家
と
し
て

勤
務
す
る
。
心
理
士
は
、
初
期
段
階
の
認
知
行
動
療
法
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
釈
放
前
の
処
遇
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

演
じ
て
い
る
。

　
⑥
そ
の
他
の
処
遇
と
し
て
、
社
会
教
育
、
教
養
教
育
、
ド
イ
ツ
語
教
育
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
者
へ
の
処
遇
、
余
暇
時
間
の
す
ご

し
方
、
ス
ポ
ー
ツ
、
パ
ソ
コ
ン
指
導
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。

四
　
社
会
治
療
処
遇
の
課
題

　
以
上
の
参
観
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
の
社
会
治
療
処
遇
が
三
〇
年
余
の
経
緯
を
経
て
、
い
か
に
実
務
に
定
着
し
て
い
る
か
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
近
時
の
性
犯
罪
者
処
遇
の
決
め
手
と
し
て
も
社
会
治
療
施
設
で
の
処
遇
が
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
よ

く
認
識
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
社
会
治
療
処
遇
の
今
後
は
決
し
て
明
る
い
状
況
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。
統
計
上
も
そ
し
て
ま
た
参
観
し
た
施
設
に
お

い
て
も
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
受
刑
者
の
増
加
は
深
刻
な
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
過
去
一
〇
年
の
間
に
、
性
犯
罪
者
処
遇
の
要
と
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し
て
社
会
治
療
処
遇
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
た
。
一
定
の
性
犯
罪
者
の
場
合
に
は
、
本
人
の
意
思
と
は
無
関
係
に
、
処
遇
の
必
要
性
が

認
め
ら
れ
る
限
り
社
会
治
療
施
設
に
収
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
お
の
ず
と
施
設
に
お
け
る
収
容
の
長
期
化
と
、
収
容
受
刑
者
の

増
加
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
今
後
、
適
切
な
処
遇
空
間
（
規
模
、
ス
タ
ッ
フ
や
処
遇
環
境
な
ど
）
の
維
持
が
困

難
に
な
っ
て
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
処
遇
へ
の
動
機
づ
け
の
乏
し
い
（
処
遇
参
加
へ
の
同
意
の
な
い
）
受
刑
者
を
い
か
に
処
遇
に
参

加
さ
せ
て
ゆ
く
か
、
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
社
会
治
療
施
設
に
か
か
わ
る
処
遇
担
当
者
の
人
的
素
養
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
社
会
治
療
施
設
へ
の
移
送
基
準
を
検
討
し
た
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
「
行
刑
に
お
け
る
社
会
治
療
」
に
よ
る
と
、
移
送
者
の
適

性
基
準
を
國
社
会
的
・
人
格
的
な
障
害
の
ゆ
え
に
危
険
な
犯
罪
行
為
を
繰
り
返
す
お
そ
れ
が
あ
る
者
、
圖
改
善
更
生
へ
の
意
欲
が
あ

り
、
処
遇
を
受
け
入
れ
る
者
、
團
処
遇
を
進
め
る
た
め
の
言
語
能
力
、
知
的
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
し
、
逆

に
社
会
治
療
へ
の
移
送
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
受
刑
者
と
し
て
、
田
他
の
処
遇
で
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
る
者
、
圖
重
篤
な
精
神

障
害
が
認
め
ら
れ
、
他
の
援
助
が
必
要
な
受
刑
者
、
画
社
会
治
療
に
必
要
な
残
余
刑
期
が
な
い
受
刑
者
、
國
薬
物
や
ア
ル
コ
ー
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

濫
用
を
や
め
よ
う
と
し
な
い
受
刑
者
、
團
か
た
く
な
に
処
遇
を
拒
否
し
て
い
る
受
刑
者
な
ど
が
あ
が
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
い
か
に
適
切
な
対
象
者
を
選
び
出
す
か
も
、
社
会
治
療
処
遇
の
将
来
を
左
右
す
る
問
題
で
あ
る
。
い
た
ず
ら
に
、
当

面
の
性
犯
罪
者
処
遇
施
設
と
し
て
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
若
年
の
非
社
会
的
で
社
会
適
応
能

力
が
不
十
分
な
受
刑
者
な
ど
に
は
、
社
会
治
療
の
効
果
も
前
向
き
に
捉
え
ら
れ
よ
う
が
、
高
齢
受
刑
者
や
確
信
犯
受
刑
者
な
ど
に
は

不
向
き
で
あ
ろ
う
。

　
ど
の
よ
う
な
受
刑
者
に
社
会
治
療
が
最
も
よ
く
効
果
を
あ
げ
る
か
は
、
長
い
期
間
を
用
い
て
行
う
調
査
研
究
の
結
果
を
参
考
に
す

る
ほ
か
な
い
。
こ
の
点
で
、
目
下
、
ド
イ
ツ
犯
罪
学
中
央
研
究
所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
進
め
ら
れ
て
い
る
「
性
犯
罪
者
の
社
会
治
療

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

処
遇
効
果
に
関
す
る
評
価
研
究
」
の
成
果
に
も
大
い
に
期
待
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
「
社
会
治
療
」
が
、
「
現
代
科
学
の
諸
業
績
を
能

う
限
り
用
い
て
矯
正
処
遇
の
『
科
学
化
』
を
目
ざ
す
一
方
、
そ
の
処
遇
目
標
は
、
人
道
主
義
に
基
づ
く
改
善
、
社
会
復
帰
に
置
か
れ
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（
1
6
）

て
い
る
」
こ
と
の
意
義
を
強
調
さ
れ
た
加
藤
久
雄
教
授
の
慧
眼
に
導
か
れ
つ
つ
、

め
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

今
後
も
ド
イ
ツ
の
社
会
治
療
処
遇
の
行
方
を
見
定

［
追
記
］
　
本
稿
は
、
平
成
】
七
・
］
八
年
度
に
お
け
る
科
学
研
究
費
助
成
研
究
（
基
盤
研
究
B
「
日
欧
『
矯
正
領
域
に
お
け
る
処
遇

困
難
者
に
対
す
る
処
遇
シ
ス
テ
ム
』
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
調
査
視
察
を
含
め
、
研
究
代
表
者
で
あ

る
加
藤
久
雄
教
授
に
は
多
く
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
。
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

トイツにおける社会治療処遇の展開と課題

（
1
）
　
第
三
回
ト
イ
ツ
行
刑
施
設
・
司
法
精
神
病
院
視
察
旅
行
は
、
加
藤
久
雄
教
授
が
主
催
す
る

　
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
今
期
の
視
察
日
程
は
、
次
の
と
お
り
て
あ
っ
た
。

　
二
月
二
〇
日
㈲
　
午
前
”
ハ
レ
行
刑
施
設
H
（
社
会
治
療
部
門
）
、
午
後
”
ハ
レ
行
刑
施
設
1

　
　
　
　
　
　
　
　
の
参
観

一
月
二
一
日
吹

一
月
二
二
日
㈱

一
月
二
三
日
困

「
国
際
比
較
刑
事
政
策
研
究
会
」
の
活
動

（
通
常
行
刑
施
設
お
よ
び
拘
置
施
設
）

　
　
視
察
構
成
メ
ン
バ
ー
は
、

　
の
治
療
に
あ
た
っ
て
い
る
精
神
科
医
三
人
、

（
2
）
　
平
成
一
八
年
版
犯
罪
白
書
二
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
　
加
藤
教
授
の
現
場
主
義
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
画
期
的
著
作
『
犯
罪
者
処
遇
の
理
論
と
実
践
』
（
慶
鷹
通
信
、
一
九
八
四
年
）

　
既
に
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
完
成
し
て
い
る
。

（
4
）
　
社
会
治
療
処
分
導
入
時
の
議
論
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
加
藤
久
雄
「
保
安
処
分
の
種
類
（
2
）
　
　
社
会
治
療
処
分
」

午
前
H
ベ
ル
リ
ン
・
テ
ー
ゲ
ル
社
会
治
療
行
刑
施
設
の
参
観
、
午
後
”
ベ
ル
リ
ン
・
テ
ー
ゲ
ル
通
常
行
刑
施
設
の
参

観
（
精
神
医
療
グ
ル
ー
プ
は
、
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
テ
ス
・
フ
ン
ボ
ル
ト
病
院
の
参
観
）

リ
ッ
プ
シ
ュ
タ
ッ
ト
・
ア
イ
ケ
ル
ボ
ル
ン
司
法
精
神
病
院
の
参
観

午
前
”
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
シ
ュ
タ
ー
デ
ル
ハ
イ
ム
行
刑
施
設
の
参
観
（
精
神
医
療
グ
ル
ー
プ
は
、
ハ
ー
ル
地
域
司
法
病

院
の
参
観
）
、
午
後
H
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
ネ
ド
ピ
ル
教
授
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
参
観
お
よ
び
臨
床
講
義
へ
の
参
加

　
　
　
北
九
州
医
療
刑
務
所
長
佐
藤
誠
氏
を
は
じ
め
と
す
る
九
名
の
矯
正
処
遇
担
当
官
の
ほ
か
、
触
法
精
神
障
害
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
団
長
の
加
藤
教
授
と
私
を
含
め
］
四
人
で
あ
っ
た
。

に
お
い
て

（
『
刑
事
政
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策
講
座
第
三
巻
・
保
安
処
分
』
成
文
堂
、
一
九
七
二
年
）
一
≡
二
頁
以
下
参
照
。
（
西
）
ド
イ
ツ
の
社
会
治
療
処
分
新
設
の
意
義
は
、
宮

　
澤
浩
一
名
誉
教
授
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
が
（
宮
澤
浩
一
「
社
会
治
療
施
設
に
つ
い
て
1
一
九
六
六
年
西
ド
イ
ツ
刑
法
改
正
草
案
対
案

　
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
法
制
を
中
心
と
し
て
」
佐
伯
千
偲
博
士
還
暦
祝
賀
『
犯
罪
と
刑
罰
』
（
下
）
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
、
四
七
七
頁
以
下
、

　
同
「
精
神
障
害
者
に
対
す
る
刑
事
処
分
に
つ
い
て
1
社
会
治
療
処
分
再
説
」
法
学
研
究
四
三
巻
三
号
、
一
九
七
〇
年
、
九
三
頁
以
下
）
、

　
加
藤
教
授
は
、
そ
の
問
題
提
起
を
継
承
し
て
社
会
治
療
の
実
情
を
深
く
検
討
さ
れ
た
。

（
5
）
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
治
療
処
遇
の
導
入
か
ら
展
開
を
経
て
現
在
に
至
る
動
き
に
つ
い
て
、
学
問
的
実
践
の
場
と
し
て
参
与
観
察
的

　
に
か
か
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
加
藤
久
雄
教
授
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
稿
を
発
表
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
著
作
『
人
格

障
害
犯
罪
者
と
社
会
治
療
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
二
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
社
会
治
療
に
つ
き
、
同
書
一
五
九
頁
以
下
お

　
よ
び
二
六
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）
　
ヘ
ル
シ
ュ
テ
ッ
ド
ベ
ス
タ
ー
に
お
け
る
処
遇
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
所
長
で
あ
っ
た
シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
博
士
の
著
作
『
異
常
犯
罪
者
の

社
会
復
帰
ー
ヘ
ル
シ
ュ
テ
ッ
ド
ベ
ス
タ
ー
の
経
験
』
（
小
沢
禧
一
訳
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）
を
参
照
。

（
7
）
く
鵬
一
●
ρ
匡
翌
。
戸
oo
o
N
芭
9
震
8
一
Φ
ぎ
α
R
ω
q
畦
讐
ω
琶
辞
1
ζ
猪
一
一
9
溶
一
辞
巨
α
9
窪
N
。
P
ぎ
く
o
吾
8
9
雪
－
oo
3
巳
α
o
α
R

　
ω
3
一
〇
5
鎮
一
8
P
oっ
●
一
①
O
暁
h
ρ
霞
き
魯
信
ロ
α
零
匡
㊤
琴
F
oo
o
N
凶
巴
跨
R
8
一
①
⊆
昌
α
象
①
ω
o
N
一
巴
9
R
8
①
日
一
ω
o
箒
＞
拳
蜜
F
一
〇
目
薗

（
8
）
O
。
三
き
3
F
零
寓
き
3
る
’
P
O
・
ψ
曽
R

（
9
）
　
加
藤
久
雄
教
授
は
、
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
大
学
総
合
科
学
研
究
所
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
、
当
時
の
内
外
の
社
会
治
療
施
設
で
の

処
遇
実
務
を
参
考
に
し
て
、
常
習
累
犯
者
へ
の
処
遇
モ
デ
ル
を
検
討
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
そ
の
経
験
を
踏
ま
え
て
の
参
考
人
意
見
で
あ

　
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
処
遇
モ
デ
ル
（
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
・
モ
デ
ル
）
に
つ
い
て
は
、
加
藤
久
雄
『
治
療
・
改
善
処
分
の
研
究
』
慶

鷹
通
信
（
一
九
八
一
年
）
一
四
三
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
加
藤
久
雄
『
人
格
障
害
犯
罪
者
と
社
会
治
療
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
二
年
）
壬
二
七
頁
以
下
参
照
。

（
n
）
　
図
1
か
ら
図
3
の
資
料
は
、
慶
鷹
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て
二
〇
〇
五
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
「
日
独
国
際
比
較
刑
事
政

策
コ
ロ
キ
ウ
ム
（
刑
事
司
法
に
お
け
る
性
犯
罪
者
の
処
遇
に
つ
い
て
）
」
で
の
エ
ッ
ク
博
士
の
報
告
に
お
い
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
拙
稿
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
性
犯
罪
者
の
社
会
治
療
処
遇
と
研
究
動
向
管
見
ー
ル
ド
ル
フ
・
エ
ッ
ク
博
士
の
報
告
か
ら
」
犯
罪
学
雑

誌
七
三
巻
↓
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
頁
、
八
頁
参
照
。
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（
B
）
　
「
oo
O
①
3
戸
国
日
三
〇
匹
…
彊
⊆
コ
α
N
⊆
ざ
コ
津
号
一
，
oo
O
N
巨
9
霞
琶
①
日
凶
ω
9
窪
＞
霧
蜜
一
辞
窪
一
ヨ
ρ
ご
ω
ユ
N
＜
o
＝
N
一
夷
α
R
堕
』
昌
号
甲

　
お
O
⊆
巨
民
O
①
旨
零
三
鋤
昌
P
一
巨
零
国
鵬
鵬
（
＝
笏
ひ
Q
●
と
○っ
o
巴
巴
9
Φ
轟
皿
Φ
ぎ
α
①
＝
8
①
び
ご
『
話
P
這
㊤
しo
ψ
o
o
」
こ
勝
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル

　
ー
プ
「
行
刑
に
お
け
る
社
会
治
療
」
に
つ
い
て
は
、
劉
oo
冨
3
“
＞
吾
巴
冨
ζ
α
ω
oo
o
凶
巴
9
虫
，
琶
窪
試
碧
箒
＞
器
鉦
箒
コ
一
ヨ
詮
旨
曽
o
一
－

　
一
N
⊆
堕
菊
・
国
鵬
鵬
（
＝
講
鵬
。
）
ω
o
『
鋤
＝
色
⊆
ゴ
鵬
＜
o
口
oo
①
×
q
巴
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